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何が変わるのか
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ポイント
• 運転期間延長認可は

経産省が行う。
• 延長期間は20年＋長

期停止期間（ただし
将来の見直し含む）

• 停止期間の詳細は省
令で定める

• 規制委は10年以内毎
に長期施設管理計画
を認可

• 長期施設管理計画の
認可回数は上限なし

特別点検実施

ポイント
• 運転期間延長認可は

規制委が行う
• 延長期間は最長20年
• 規制委は高経年化技

術評価制度に基づき、
10年毎に長期移設管
理方針を認可

• 40年目に特別点検を
実施



2022年11月28日
第34回原子力小委員会資料3を修正

事務局（遠藤課長）

こうした全体のバラ
ンスを勘案しますと、
将来の見直しを行う
ことを前提としまし
て、結果論ではござ
いますが、案の３が、
バランス全体でいう
と一つのベースとな
るか。それをあくま
でもベースとした上
で、ご指摘を踏まえ
た修正を施した案を
基本として検討を進
めてはどうかと考え
てございます。
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変わるこ
と

延長認可が原子力規制委員会から
経済産業省に

運転期間は60年＋長期停止期間
（再延長も視野）

変わらな
いこと

40年目で延長認可を行う

高経年化技術評価は基本的に大き
な変化なし



運転期間は規制政策か利用政策か
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運転期間制限は安全規制として導入 7
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二の④について
一般に、原子炉建屋や原子炉圧力容器といった施設等につい

ては、発電用原子炉の運転を開始した後は取替えが困難とも考
えられており、こうしたことを踏まえ、安全上のリスクを低減す
るため発電用原子炉の運転期間を制限することとしたもので
ある。

三の①について
現行の制度においては、法律上発電用原子炉の運転期間を制

限していない点が十分ではないと考えており、今回の改正案を
検討したものである。

政府も運転期間制限は安全規制として導入したと答弁

運転期間規制を安全規制として導入したことは明らか。
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• 原子力規制庁は米原子力規制委員会に米国の原
子炉40年運転規制の背景等について質問。

• 2023年2月21日に米原子力規制委は回答を発信。

主なメッセージ

➢40年のライセンス期間は、独占禁止法上の懸念に
対処するための制限を設けたいという願望に基づ
く政治的決定であった。電気事業者が設備投資に
用いる一般的な償却スケジュールとの整合性を保
ちつつ、反トラスト法上の懸念に対処するため、
政治的に決定された。電気事業者が設備投資に用
いる一般的な償却スケジュールとの整合性を保ち
つつ、独占禁止法上の懸念に対処するための政治
的決定である。

➢1954年の原子力法の策定において、反トラスト法
への懸念は重要なテーマであった。政府が原子力
技術を民間企業に移転することで、民間企業が原
子力技術を独占する立場になるのではないかとい
う懸念があった。

➢期間限定は、技術的な検討に基づいていたわけで
はない。しかし、40年というライセンス期間が、
技術的な分析や部品の選定に影響を与えたと考え
られている。その結果 その結果、ライセンス更
新の枠組みでは、運転開始後40年以上経過した場
合の老朽化の影響を特に考慮している。

原子力規制庁はわざわざ米原子力規制委に運転期間制限の根拠を確認

• 1954年原子力法でライセンス期間を40年としたのは政治判断

• ライセンス期間に基づき技術的に分析、部品を選定



11

昭和45年（1970年）、米GEは東京電力の30年という指示にもかかわら
ず、40年を設計耐用年数として選択。



だれが運転期間を規制するのか
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概ね10年, 

33%

概ね30年, 

25%

概ね40年, 25%

設計寿命によって

異なる, 17%

各国の当初の運転期間

OECD/NEA. 2019. Legal Frameworks for Long-Term Operation of Nuclear Power Reactors を一部修正



14期間
初期運転期
間(通常)

原子炉種別 初期運転期間の注
延長運転期
間(通常)

延長運転期間の注

アルゼンチン 特定 10年 PHWR 原子炉の初期設計寿命は約30年 10年 寿命延長プログラムは、さらに25〜30年を可能にするように設計

ベルギー 不定 不定 PWR 原子炉の初期設計寿命は40年 10年 3基の原子炉がさらに10年間発電を許可

カナダ 特定 10年 PHWR
個別に決定;原子炉の初期設計寿
命は約30年

10年 改修プロセスは、原子炉の寿命を数十年(例えば、さらに30年)延長可能

チェコ共和国 不定 不定 PWR 原子炉の初期予想寿命は約30年 不定
原子炉が継続的な安全性評価、特別な安全性評価、PSRなどの要件を条件
として、その安全義務を引き続き果たす限り、運転期間に制限なし。

フィンランド 特定 30/40年 PWR/BWR
個別に決定、通常は原子炉の初期
設計寿命に基づいて決定されます

個別判断(実
際には20年)

更新回数に制限なし

フランス 不定 不定 PWR 特定の機器の初期設計仮説は40年不定 10年ごとのレビューによる安全義務を果たす限り、運転期間に制限なし

ハンガリー 特定 30年 PWR 原子炉の初期設計寿命に基づく 20年 延長は1回のみ

日本 特定 40年 PWR/BWR -- 20年 延長は1回のみ

韓国 特定 30/40/60年 PWR/PHWR 原子炉の初期設計寿命に基づく 10年 更新回数に制限なし

オランダ 不定 不定 PWR 原子炉の初期設計寿命は40年 個別判断
安全報告書に記載された40年の技術設計寿命を超えて運転するには、安全
報告書の更新が必要であり、また運転免許の改正も必要。原子炉の技術的
設計寿命はさらに20年延長されたが、運転許可は不定のまま。

ルーマニア 特定 30年 PHWR
原子炉の初期設計寿命およびその
他の要因に基づく

個別判断 更新回数に制限なし

ロシア 特定 30年
PWR/LWGR/F
BR

原子炉の初期設計寿命やその他の
要因に応じて個別にで決定

個別判断 更新回数に制限なし

スロバキア共和国 不定 不定 PWR -- 不定 10年ごとのPSRで見直される安全義務を果たす限り、運転期間に制限なし

スロベニア 特定 40年 PWR 原子炉の初期設計寿命に基づく 10年 延長は2回のみ (計20年)

スペイン 特定 10年 PWR/BWR
個別に決定;原子炉の初期設計寿
命は約40年

10年 個別に決定

スウェーデン 不定 不定 PWR/BWR 原子炉の初期設計寿命は40年 不定
10年ごとのPSRで見直される安全要件を満たしている限り、運転期間に制
限なし

スイス 不定 不定 PWR/BWR -- 不定
安全義務を果たす限り運転期間制限なし; 40年以上経過した運用はLTOの
安全証明と10年ごとのPSRが必要

ウクライナ 特定 30年 PWR 原子炉の初期設計寿命に基づく 10～20年 延長回数に制限なし

英国 不定 不定 AGR/PWR -- 不定 10年ごとのPSRを含む安全義務を果たす限り、運転期間に制限なし

米国 特定 40年 PWR/BWR -- 20年 更新回数に制限なし

出典： OECD/NEA. 2019. Legal Frameworks for Long-Term Operation of Nuclear Power Reactors



規制機関, 18

政府／省庁, 2

運転期間延長認可・承認担当機関

15

フィンランド：規制当局が安全性を
認めた後に政府が認
可

スペイン ：規制当局が安全性を
認めた後に政府が認
可

※2035年脱原発決定
現在稼働中の7基中6

基は44～47年で廃炉、
1基のみ稼働期間が54
年となる計画。

OECD/NEA. 2019. Legal Frameworks for Long-Term Operation of Nuclear Power Reactors を一部修正

規制と推進の分離

運転期間は安全規制として導入、だから規制当局が認可することとした

福島第一原発事故後、規制と推進は分離することとした

今回改正が通った場合、運転延長の許認可権を推進官庁に戻すことになる



2050年までに脱炭素経済の実現を目指す「未来のエネルギー」につい

て、政府の要請で作成されたRéseau de transport d'electricité

（RTE）の報告書に示された6つのシナリオのうち5つは、既存の原子力

発電所の継続運転に基づいている。

現段階では、ASNが2021年2月に決定を下した900MWe原子炉の

第4回定期安全審査における一般審査で入手した情報から、これらすべ

ての原子炉の50年以降の継続運転に関する結論を導き出すことはで

きない。いくつかの原子炉の特殊な特徴のために、現在の方法では、

60年まで運転する能力を実証することができない可能性もある。

さらに、長期的には、RTEが想定しているシナリオの1つに、2050年に

原子力発電の割合が50％に近い電力構成がある。産業界との協議の

結果、この水準を達成するための新規原子炉の建設速度を維持するこ

とは困難であることが判明したため、RTEはこのシナリオでも、一部の

原子炉を60年以上運転し、その他の原子炉を60年まで継続運転する

ことを前提にしている。

このシナリオは、現時点では安全性を確認できない運転寿命の基本的

な仮説に基づいており、60年まで、あるいは60年を超えて運転できる

原子炉の数が不十分であることが判明し、それが遅れて判明した場合、

電力システムを行き詰まらせる危険性もはらんでいる。さらに、80年代

の短期間に建設された多数の原子炉が数年で停止することは、電力生

産能力に「崖っぷち」の結果をもたらす可能性がある。

ASNは、2050年という時間枠のエネルギー政策の選択は、ロバストで

あり、安全性の観点から正当化できる仮説に基づくものでなければなら

ないと考えている。現在の原子力発電所群を50年以上60年まで運転

するという選択には、この可能性を正当化するためのステップを含める

べきであり、主要または一般的な想定外のシナリオに対処するための十

分なマージンを確保する必要がある。
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17国によって大きく異なる老朽原発の設備利用率
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● 日本で原発の平均設備利用率が８０％を超えたのは１９９０年代後半から２０００年代前半の４年のみ

● １９７０～２０２０年の平均値は５６％、1970～２０１０年の平均値でも６９％
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境界事例としての原発運転期間規制
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利用と規制には重なり合うところが出てくる
20

原子力の
規制政策
担当：原子力規制委員会

原子力の
利用政策
担当：経済産業省

境界案件の例：
原発再稼働、原発運転期間延長、

原発新設など

利用政策の観点だけ
でみれば、利用政策
が規制政策も担当し
ていたのは合理的



この資料はエネ庁（経産省）側の思考をきわめ
て明瞭に示すもの。

● 運転期間制限は利用政策上の要請であ
り、だから経産省が掌握しうるもの

● 規制政策は利用政策の従属物である

● でも国民向けには安全規制が緩んだよう
に見えないように見せることも大切

21

ここで問題になるのは原子力規制庁

● なぜ、推進による規制への干渉であると
して協議を中断しなかったのか。

● なぜ、委員会にこのような資料が示され
たことを報告しなかったのか。

2022年7月28日 エネ庁・規制庁面談時のエネ庁提示資料



7月28日エネ庁・規制庁面談時の参加者

22

金城 慎司氏

1994年 通商産業省入省

原子力安全・保安院などを経て現職

課長補佐1名 顔ぶれを見ると、さも
ありなんという印象



規制と推進の分離の形骸化① 幹部人事
23

原子力規制庁歴代幹部

原子力規制庁創設から10年となる2022年7月、局長級以上の３幹部、総括審議官級以上の５幹部を経産省出身者が初めて独占

注：2014年7月に部長ポストを核物質・放射線総括審議官に格上げ
2017年4月に総括審議官級の技術総括審議官ポストを局長級の原子力規制技監に格上げ。



規制と推進の分離の形骸化② 規制庁の組織構成

総職員数の16％に過ぎない経産省出身者が幹部職員の47％を、トップ８の８８％を、トップ５の100％を占める

24

「参議院議員辻元清美君提出原子力規制委員会と原子力規制庁の独立性に関する質問に対する答弁書」などから作成



25経緯
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日時 概要

２０２０年
7月29日

原子力規制委員会、いわゆる運転期間規制に関す
る令和2年7月見解を発表。その後、経産省・規制
庁でこの文書の解釈について断続的に協議

2021年7月頃 原発運転期間延長案が浮上

２０２２年
7月頃

金城原子力規制企画課長、7月就任時に、前任者
（現・原子力規制部長）から「運転期間については
次長に相談しながらやるように」と引き継ぎ

7月28日～
規制庁、経産省と運転期間延長について複数回
面談・電話で打ち合わせ

8月24日
GX実行会議で首相が原発運転期間延長を含め
た検討指示

9月22日
31回原子力小委員会で運転期間延長に関する検
討開始、事務局が規制委とのコミュニケーション
の必要性について発言

9月28日
41回原子力規制委で規制庁に運転期間延長につ
いて経産省にヒアリングするための調整を指示

10月5日
42回原子力規制委で経産省から運転期間延長を
ヒアリング、規制庁に検討を指示

11月2日
4８回原子力規制委で規制庁が運転期間延長の
検討結果を報告、方針を概ね了承

12月21日 当室、規制庁内部資料を公表

12月27日
規制庁、内部資料であること、協議があったこと
を認める ← 自ら明らかにしたことではない

2023年
1月上旬

規制庁職員、霞が関駅でエネ庁職員から7月以降
の協議時のエネ庁資料について一式受領。保持し
ていた資料はメモ書きがあったとして破棄。

2月3日
規制庁が作成した資料について黒塗りの上で公
表、エネ庁分は情報開示請求を移送

3月31日 エネ庁、当該資料を開示決定。

2022年８月2９日原子力規制庁作成資料

昨年12月21日、当室が関係者からの資料提供を受けて明らかにした以
下の資料から、運転期間延長に関して、正式な検討が始まる10月5日以
前から資源エネルギー庁と原子力規制庁が協議していたことが発覚



26参考：8月23日 規制庁長官等との事務方打合せ資料



参考：９月13日 規制庁長官等との事務方打合せ資料
27



規制委に覚悟はあるのか

朝日新聞 2023年1月27日 「『規制の仕事は変わらない』 前原子力規制委員長・更田豊志氏の説明」

――40年ルールについて規制委の内部で見直しの検討はされましたか。

「ほとんどないでしょうね。規制委として変えなきゃならないっていうニーズや動機があったわけではないです」

――政界からは当時、40年は仮決めで、規制委が発足したら科学的、技術的に検討してもらいましょうという声も出ていたと思い
ます。なぜ検討しなかったのですか。

「優先順位の問題もあるだろうと思いますし、原則40年最長60年というルールがおおむね常識に沿ったものだったので、特に規
制委として変更しなければならないという問題意識が強かったわけではないです」

――炉規法から運転期間の定めが削除されることについては？

「ここは議論のポイントなんだろうと思います。年数で判断するのは、技術的にはあまり妥当なやり方ではなくて、あくまでも状態で
見るものなので、そういった意味では科学的に合理的なんだろうとは思います。一方で、炉がどういう状態になったら運転しない方
がいいと判断するのか、これはなかなか難しい話です。私がもし心配するところがあるとすれば、委員会がこれはやめた方がいいと
判断した時に、それができるかどうかはなかなか難しいだろうと思います。なぜなら、（原発が安全な状態か、危険な状態か）明確に
境界線があるわけではないからです。当然、その時の炉の状態の評価に不確かさもあるし、ここまで行ったらしんどいっていう限界
の状態にも不確かさがある。最後は委員の工学的な判断によらざるを得ないところが出てくると思うんですが、その判断をしたら規
制委は説明責任を負う。どう説明するか明確な技術が確立されているわけではないので、そういった意味で、非常に難しい判断を将
来、規制委が迫られることはあるだろうと思います」

――これまで規制委として廃炉を命じた原発はありません。本当に規制委が廃炉を命じられるかどうか、心配なところがあるとい
うことですか？

「廃炉を命じるというのは、国際的に見ても極めてまれです。新規制基準は多くの炉に廃炉を迫ったと言えなくはないけれど、でも
それもあくまで事業者が決めたことです。将来、事業者がどうしても運転を続けると言って申請してきたものに対して、規制委が
『これはやめておきなさい』と言うのはなかなか難しいだろうなと思います。だけど、それは規制当局としての役割として最も大事な
ものだから、そう判断したならきっちりそれを明示しなきゃいけないわけだけど、その時の説明はなかなか難しいだろうなと思いま
す」
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更田インタビューを要約すると

➢ 40年ルールについて規制委の内部で見直し

の検討はほとんどしていない

➢ 原則40年最長60年というルールはおおむね

常識に沿ったもの

➢ 原発が安全な状態か、危険な状態かに明確に

境界線があるわけではない

➢ 最後は規制委の工学的判断

➢ 事業者が運転したいと言ってきている中で、

規制委がやめた方がいいと判断した時、規制

委には説明責任が生じる

29
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改正電事法

➢ 「延長しようとする運転期間において申請発電用原子炉を運転することが、我が国において、脱

炭素社会の実現に向けた発電事業における非化石エネルギー源の利用の促進を図りつつ、電気

の安定供給を確保することに資すると認められる」場合、運転期間延長（20年＋α）を認める。
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許可 不許可 危ないと思ったときに止
める判断は本当にできる
のか。
それだけの覚悟を原子力
規制委員会は持っている
のか。持てる環境にある
のか。
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